
 「弁護士の相談が必要」とのマンション管理士によるアドバイスがあった

場合は、弁護士による法律相談（無料）をご案内します

（１管理組合につき、年度内に1回かつ１時間が限度です）

 この相談会のほか「マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ」

の構成団体が開設している相談窓口もございます

 仙台市内の分譲マンション管理組合等に、仙台市が相談員を直接派遣して

適切な助言や情報提供等を行う「仙台市マンション管理相談員派遣制度」

もございます

～マンション管理相談のご案内～

マンションの管理運営についての相談会を

毎月開催 しています

マンション管理の進め方や、騒音・ゴミ捨てなどの

生活環境のトラブルへの対処法など、

マンションに関するさまざまな疑問や相談に

マンション管理士 がお答えします

時 間：

場 所：

問合せ・申込み先：

毎月第3土曜日 の下記時間帯

①13:00～ ②14:00 ③15:00

（相談時間は30分程度）

行政困りごと相談所（藤崎一番町館６階）

随時（事前予約優先）

仙台市役所 住宅政策課 居住推進係

☎022-214-8306

詳しくは、仙台市 住宅政策課 居住推進係（☎022-214-8306）まで
お気軽にお問い合わせください。


